
給付額について（年額）

（注３）　特別支援学校の高等部は対象外です。また、条件によっては対象とならない場合があります。
　　　　　平成２５年度以前に高等学校等に入学した方・高等学校等を卒業したことのある方は対象となりませ
（注４）　秋入学の場合、入学日が認定基準日となります。

非課税世帯Ｂ １４３，７００円

非課税世帯Ｃ ５０，５００円

（注１）　保護者とは、親権を行う者（親権を行う者がないときは、未成年後見人）をいいます。
（注２）　茨城県・埼玉県に居住している場合は、通っている高等学校が申請先です。

国公立

生活保護受給世帯 ３２，３００円

非課税世帯Ａ １１７，１００円

YES NO

YES

千葉県公立高等学校等奨学のための給付金 区分確認シート

給付対象外です
（秋入学を除く）

給付対象外です

①「生活保護受給世帯」の給付額

④「非課税世帯Ｃ」の給付額

世帯内の通信制又は専攻科の高校生等：④「非課税世帯Ｃ」の給付額

世帯内の全日制・定時制の高校生等：③「非課税世帯Ｂ」の給付額

NO

YES NO

YES

７月１日現在、高等学校等に在籍していますか？

YES NO

NOYES（専攻科以外①、専攻科④）

生活保護（生業扶助）を受給していますか？

世帯に通信制又は専攻科の高校生等はいますか？

NO

私立高等学校等に通う扶養されている

兄弟姉妹がいますか？
③「非課税世帯Ｂ」の給付額

高等学校等に通っていない１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の

扶養されている兄弟姉妹がいますか？

保護者等全員の「道府県民税所得割」と

「市町村民税所得割」の両方が非課税ですか？

YES

③「非課税世帯Ｂ」の給付額

NO

対象の高校生等は、公立高等学校等に通う兄弟姉妹の中で最年長ですか？

②「非課税世帯Ａ」の給付額

③「非課税世帯Ｂ」の給付額

保護者等の居住地は千葉県ですか？

YES NO
保護者等が居住する都道府県が申請先です。※

都道府県によって申請期限が異なるため、

早急に保護者等が居住する都道府県に詳細を御確認ください。


